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令和５ 宅建特訓講義 1回

特訓問題 制限行為能力者・意思表示・代理

令7 宅建直前対策問題 １回

制限行為能力者・意思表示・共有
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要点講義

制限行為能力者

制限行為能力者制度の趣旨 P10

A    売買契約 B

売主 買主

B
買主

法律行為 行為能力
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取消と無効の違い

取消無効
・初めにさかのぼって効力を否定する
こと

・取消すまでは一応有効
・取消権者の取消が必要
・期間の制限がある
・追認により有効が確定

・法律行為の効力が初めから生じない

・主張は不要
・期間の制限もない
・追認しても効力は生じない

制限行為能力制度の全体イメージ

制
限
行
為
能
力
者

未成年者

成年被後見人

被保佐人

被補助人

成年後見人

親権者・未成年後見人

保佐人

補助人 取消権

同意権

追認権

代理権

保護者

能力が低い

能力が高い

取消権
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未成年者

未成年者とは P11

❶ 男→満18歳 女→満18歳
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未成年者の保護者 P12

親権者

未成年者の保護者=法定代理人

未成年後見人

制限行為能力者(未成年者) P12

Ａ Ｂ

未
成
年
者

取消権

保護者

取消権

同意権

追認権

代理権

未成年者 成年者

売買契約
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A      売買契約 B(未成年者)

買 主 売 主

C(親)

保護者

同意権・追認権・代理権 P12

土 地
同意権
追認権
代理権

P12  未成年者

原則 未成年者は法定代理人の同意を得ずに行った契約は、
取消すことが出来る

保護者のみならず未成年者本人もとり消す事ができる。
これは他の制限能力者の場合も同じ
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取り消しのできない契約 P14

例外1
①権利を得るだけの契約
②義務を免れる契約

例外2
①法定代理人から処分を許され
た財産。

例外3
①法定代理人から営業を許可さ
れた場合。

居住用財産の代理行為

未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の保護者

居住用財産の建物、敷地について、売却、賃貸、賃貸借
の解除、抵当権設定等をする場合は、家庭裁判所の許可
を得なければならない。
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成年被後見人

成年被後見人 P14

15

16



2025/9/20

9

成年被後見人とは P15

申立て権者 P15
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取消権の行使 P15

制限行為能力者(成年被後見人)

Ａ Ｂ

成
年
被
後
見
人

取消権

保護者

取消権

代理権

追認権

成年被後見人 成年者

売買契約

同意権なし
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P14  成年被後見人

原則 成年被後見人は法律行為は取消す事が出来る
法定代理人の成年後見人は同意権を有しない。
成年後見人の同意を得て行った行為は取消すことが出来る

例外 日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消す事はで
きない

制限行為能力者の保護者の権限

親権者・未成年後見人

成年後見人

取消権
同意権
追認権
代理権

取消権

追認権
代理権

❶単に権利得又は義務を免れる行為
❷法定代理人から処分を許された財
産の処分

❸法定代理人から許可された営業に
関する行為

❶日用品の購入その他日常生活に関
する行為は取消せない

保護者

21

22



2025/9/20

12

被保佐人

被保佐人 P17
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被保佐人のした契約 P17

１３条１項の内容 P18
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家庭裁判所による許可 P18

被保佐人 P19

重要な財産行為に関する
場合のみ。

取消せる

本人

○ 取消権

保護者（保佐人）

○ 取消権

○ 代理権×(付与の審判)

○ 同意権

○ 追認権
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被補助人

被補助人 P20
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被補助人

○特定の財産行為のみ。

13条1項の一部。

全てではない。

本人

○取消権

保護者（補助人）

●同意権（付与の審判）

◎取消権

○追認権

●代理権（付与の審判）

本人の同意必要

P22 制限行為能力者
成年被後見人被 保 佐 人被 補 助 人

精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く状況に
ある者

精神上の障害により事理を
弁識する能力が著しく不十
分な者

精神上の障害により事理
を弁識する能力が不十分
な者

内 容

本人の同意は不要本人の同意は不要本人の同意が必要審 判
成年後見人保佐人補助人保護者

日用品の購入等、日常生活
に関する行為以外の行為

民法第１３条１項の各号左
欄の内容

当事者が申し出た範囲内
で家庭裁判所が定める特
定の法律行為

取消権の範囲

なし取消権の対象と同じ取消権の対象と同じ同意権の範囲

保佐人補助人同意権者

本人の同意は不要本人の同意が必要同意権の付与審判

財産に関するすべての法律
行為

当事者が申し出た範囲（第
１３条１項）の特定のもの

民第１３条１項の範囲と
は限らない代理権の範囲

本人の同意は不要本人の同意が必要本人の同意が必要代理権の付与審判
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制限行為能力者の保護者の権限

代理権追認権取消権同意権保護者制限行為能力者

◎◎◎
一部の例外を除い
て全て取消せる

◎
親権者

(未成年後見人)
未成年者

◎◎◎
日常生活に関する
行為取り消せない

×
成年後見人成年被後見人

△
代理権付与の審判が

あった場合
特定のもののみ

◎◎
日常生活に関する
行為取り消せない

◎
重要な財産に関す

るのみ
保佐人被保佐人

△
代理権付与の審判が

あった場合
範囲は定まっていない

◎
同意権の付与
の審判があっ

た場合

◎
同意権の付与の審
判があった場合
特定の行為以外の
行為は取消せない

△※
特定の行為につい
て付与の審判が
あった場合

補助人被補助人

第三者との関係 その他
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第三者との関係 P23

Ａ Ｂ

未
成
年
者
A

取消権❸

未成年者 成年者

売買契約① 売買契約②
Ｃ
第三者

催告権(制限行為能力者の相手の保護)

Ａ B
売買契約

未成年者
成年被後見人

保護者
被保佐人
被補助人

催
告

制限行為能力者 相 手

効 果確答がな
かったら

追認したと
みなされる

★保護者

取消とみな
される

★被保佐人
★被補助人

1カ月以上の期間
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法定追認

Ａ
制限行為能力者

買主

B
相 手
売主

保護者

売買契約

請 求

履 行

譲 渡

追認

追認

追認

取消せない

取消せない

取消せない

法定追認

取消権の喪失 P29
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Ａ B
売買契約

制限行為能力者 相 手

契
約

単独で追認できる

要点講義

意思表示
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契約の成立 Ｐ３３

B 契約 A
売り主 買い主
承諾 1000万円 申込

①意思＝本人の本心(申込・承諾)
②意思＝表示(申込・承諾)
③互いの意思が合致 →有効に契約は成立
④例 外 →公序良俗に違反するような契約×

人の能力 Ｐ３４
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意思主義と表示主義 Ｐ３４

契約

申込

承諾

意思主義と表示主義 Ｐ３５

表示主義
心裡留保
虚偽表示 無効か有効

意思主義
詐 欺 取消し

強 迫

取消し
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心裡留保

心裡留保 Ｐ３６．Ｐ３７

Ａ Ｂ 宝石店

買 主 売 主

Ｃ 買主（善意）

❶善意無過失
❷善意有過失
❸悪意

Cに対抗で
きるのか?

対抗でき
ない!!

心裡留保による無効は、善意の第三者に対して対抗できない
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心裡留保のまとめ Ｐ３７

B

B

虚偽表示
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通謀虚偽表示 Ｐ３８

1500万円で契約

Ａ 仮装売買 Ｂ

売り主 買い主

1500万 1500万

売る意思なし 買う意思なし

虚偽表示による第三者(94条2項) Ｐ３８

Ａ 偽の契約 Ｂ

売主 買主

Ｃ（善意）

買主

無効
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94条2項 Ｐ３８

重要

ここまでのまとめ Ｐ３９
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通謀虚偽表示からの転得者への転得者 Ｐ３９～Ｐ４０

Ａ 仮想売買 Ｂ

売り主 買い主(仮装の譲受人)

Ｃ 売買契約 Ｄ

売主 買主

善意 悪意

悪意 善意

第９４条２項の類推適用(1) P41

Ａ 売買契約 Ｂ
売主 買主

Ｃ 売買契約 Ｄ
登記 善意
売主 買主
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ここに注目 Ｐ４１

第９４条２項の類推適用(2) P42

Ｂ

買 主

Ｃ 売買契約 Ｄ

登 記 善 意

売 主 買 主

55

56



2025/9/20

29

ここに注目 Ｐ４２

錯 誤
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錯 誤 Ｐ４３

Ａ 契約 Ｂ
重要な部分 相 手 善意

錯誤
契 約

善意有過失 ◎
悪意 ◎

C

重大な錯誤・錯誤による第三者 P43

意思表示をするときに、表意者の意思と表示が一致していない場合、些細
な不一致も含め、全てを取消す事ができるとしたのでは社会が混乱する。
そこで、錯誤があった場合には、法律行為の目的又は取引上の社会通念に照らして重要
なものであるときは、取消す事ができるとした。(改正)
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錯 誤 Ｐ４４

Ａ 契約 Ｂ善意
錯誤 相手

契 約

Ｃ善意
第三者

取消で
きない

Aが取消すること
が出来る場合

錯 誤 相手が取消ができる場合の例 Ｐ４４

Ａ 契約 Ｂ 善意

錯 誤 相 手

契 約

Ｃ 善意
第三者

取消を主張
るす意思は

ない

Aの債権を保
全するため
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錯誤の種類 P44

動機の錯誤 Ｐ４５

D不動産会社

Eの土地を

1億円買取

A駅 B駅C駅

Eの
土地

ただの噂

63

64



2025/9/20

33

動機の錯誤 Ｐ４５

効果意思＝表示行為

原則＝錯誤には成らない。

表意者の救済を考え
①その動表示 錯誤として見るしていた

場合

【表意者の救済を考え】
❶ その動機が相手方に表示され場合
❷ 黙示的に表示していた場合

詐 欺 Ｐ４６
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詐 欺 Ｐ４６

Ａ 契 約 Ｂ(詐欺師)

被害者 加害者

Ｃ第三者

善意〇
悪意〇
善意無過失×

土 地

第三者による詐欺 P47

Ａ 契 約 Ｂ

被害者 相手

Ｃ(詐欺師)

加害者

善意〇
悪意〇
善意無過失×取消し?

土 地
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取消前と取消後の善意の第三者との違い Ｐ４８

例1 制限行為能力者
例2 錯誤・詐欺・強迫

Ａ 契約① Ｂ

契 約

Ｃ善意
無過失
第三者

例1 例２の② の場
合は
善意悪意は関係なく
登記の有無で
勝負が決まる。

土 地

登記

取消前の第三者と取消後の第三者の扱いの違 Ｐ４８

取消後の
第三者
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強 迫 Ｐ４９

強 迫 Ｐ４９

強迫

売主Ａ 契約 Ｂ買主

Ｃ第三者

常に取消せる
善 意 〇
善意無過失〇
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第三者による強迫 Ｐ４９

売主Ａ 契約 Ｂ買主

強迫

Ｃ第三者

善 意 〇
善意無過失〇

常に取消せる

強迫 P49
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P35  意思表示のまとめ

例 外・その他原 則定 義
相手方が悪意・善意有過失のときは無効
ただし
無効とされるときでも、善意の第三者に
は無効を主張できない

有 効
(相手方が
善意無過
失の場合)

故意にした真意と
異なる意思表示

心
裡
留
保

ただし、この無効は善意の第三者に対し
ては主張できない

無 効相手方と通謀して
した真意と異なる
意思表示

虚
偽
表
示

P43 意思表示のまとめ

例外・その他原 則定 義

表意者に重大な過失があったときは、
取消す事ができない。が
①相手方が悪意または善意重過失
②相手方も同一の錯誤に陥っていた場合
ば取消すことができる。

ただし、
取消ができるときでも、善意過失の第三
者に対しては取消を主張できない。

取消す事
ができる

法律行為の目的お
よび取引上の社会
通念に照らして重
要な事由について
勘違いしてした意
思表示。
①表示内容の錯誤
②動機の錯誤(動
機を相手方に表示
する必要あり)

錯

誤
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要点講義

共 有

共有とは Ｐ３３１

共有とは？

Ａ (所有権) 持分

Ｂ (所有権) 持分

Ｃ (所有権) 持分
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共 有

持分の定めがなく、または不明の場合、均等と推定される持分の割合
各共有者は単独で、自己の持分を自由に処分できる持分の処分
各共有者は、持ち分を放棄し、又は相続人なく死亡し、特別
縁故者に対する財産分与もなされない場合、その持分は他の
共有者に帰属する

持分の帰属

各共有者は、持分の割合に応じて共有物全部を使用できる

保存行為⇒単独

利用行為・改良行為⇒持分の過半数の同意

変更・処分行為⇒全員の同意

共有物の使用

共 有

共有物返還請求・妨害排除請求⇒単独で全部請求できる
不法行為者に対する損害賠償請求権⇒自己の持分の範囲で請求
できる

外部関係

各共有者は、いつでも自由に分割請求できる。ただし、5年以内
の期間を定めて不分割特約をしたときは、この限りでない

分 割
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お疲れ様でした!!

◎予習問題を配布しますので、
次の講義までに予習をお願いします。

◎テキストを再読した上、宿題1の復習も行って
ください。

●次回は 代理、時効です。
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